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障がい者施設からの優先調達に御協力願います 
 

 

 地方公共団体は、障害者優先調達推進法の規定に基づき、物品等の調達に当たって、優

先的に障がい者就労施設等から調達するよう努めることとされています。 

 県では毎年度、調達推進方針を策定して、働く障がい者の所得向上に向けた取組を進め

ています。また、昨年度策定した「障がい者の採用・活躍の場の拡大等に向けた取組方針」

の中でも、具体的な取組として優先調達の推進が盛り込まれています。 

 各所属におかれては、制度の趣旨を御理解の上、より積極的な取組をお願いします。 

 また、職員の私的利用も重要な取組であり、県庁内のワゴンカフェや昼の弁当等も積極

的に御利用願います。 

 

１ 平成 31年度の長野県の優先調達推進方針 

(1) 調達目標額 県全体で 3,700 万円を目標とします。 

(2) 対象所属  全所属（県立学校、警察本部を含む） 

(3) 調達先施設 障害福祉サービス事業所、障がい者多数雇用企業等 

(4) 取組方法  各所属は年度当初に調達目標額を含む行動指針を策定 

 

２ 直近の調達実績 （30 年度実績は調査中） 

平成 29 年度実績  8,311 万円 

（内訳） 

・障害者優先調達推進法に基づく実績（健康福祉部所管） 3,177 万円 

・障害者多数雇用事業者等からの物品等の調達等に 

 関する要綱に基づく実績（上記との重複分除く）（産業労働部所管） 3,252 万円 

・職員の私費利用、団体会計の実績       1,882 万円 

 

３ 調達額増加に向けた取組 

●事業所へのアンケート調査などを行い、課題の把握を実施。 

●JSN を活用して、地域ごとや品目・サービスごとに対象事業者を検索できるよう、分

かりやすく情報提供。 

●各所属での取組を促進するために好事例の情報を提供。 

●長野県セルプセンター協議会との連携を深め、共同受注機能を強化。 

 

その他資料３ 

平成 31年（2019年）４月 17日 
健康福祉部障がい者支援課自立支援係 
 （課長）髙池武史 （担当）松田一騎 
電話 026-235-7105（直通） 内線 2404 
FAX  026-234-2369 
e-mail  shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 

その仕事、障がい者就労施設に発注できませんか？ 
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４ 最近の取組状況 

 

●物品の購入 

・交通安全運動の啓発用に、タオルやウエットティッシュを新たに購入（南信州・長

野地域振興局） 

・紙パックから再生したトイレットペーパーを単独現地機関で購入 

 

●テープ起こし業務の発注 

・各種審議会の議事録のテープ起こし業務を新たに発注（環境部、産業労働部、健康福祉

部他） 

 

●印刷物の発注 

・試験研究推進計画書の印刷を新たに発注（農業試験場） 

・封筒などの印刷物を新たに発注（上田・上伊那地域振興局） 

 

●除草作業 

・庁舎の敷地内の除草作業を新たに発注（南信地区の警察署） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       トイレットペーパー       ワゴンカフェ           販 売 会 

       「ロンドロール」 


